
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次

の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
―
三
一

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付

し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
健
康
管
理
医
）

（
健
康
管
理
医
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
同
上
）



２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

健
康
管
理
医
は
、
指
導
区
分
の
決
定
又
は
変
更
そ
の

３

健
康
管
理
医
は
、
指
導
区
分
の
決
定
又
は
変
更
そ
の

他
人
事
院
の
定
め
る
健
康
管
理
に
つ
い
て
の
指
導
等
の

他
人
事
院
の
定
め
る
健
康
管
理
に
つ
い
て
の
指
導
等
の

業
務
（
以
下
「
健
康
管
理
指
導
等
」
と
い
う
。
）
を
行

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

４

健
康
管
理
医
は
、
職
員
の
健
康
管
理
指
導
等
を
行
う

（
新
設
）

の
に
必
要
な
医
学
に
関
す
る
知
識
に
基
づ
い
て
、
誠
実

に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

各
省
各
庁
の
長
は
、
健
康
管
理
医
に
対
し
、
人
事
院

（
新
設
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す

る
情
報
そ
の
他
の
健
康
管
理
医
が
職
員
の
健
康
管
理
指

導
等
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
人
事

院
の
定
め
る
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



６

各
省
各
庁
の
長
は
、
健
康
管
理
医
に
よ
る
職
員
の
健

（
新
設
）

康
管
理
指
導
等
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
健
康
管

理
医
が
職
員
か
ら
の
健
康
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応

す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

各
省
各
庁
の
長
は
、
健
康
管
理
医
の
業
務
の
内
容
そ

（
新
設
）

の
他
の
健
康
管
理
医
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
人
事
院

の
定
め
る
も
の
を
、
常
時
各
勤
務
場
所
の
見
や
す
い
場

所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
そ
の
他
の
人
事

院
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
職
員
に
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
勤
務
時
間
の
状
況
等
に
応
じ
て
行
う
面
接
指
導
等
）

（
勤
務
時
間
の
状
況
等
に
応
じ
て
行
う
面
接
指
導
等
）

第
二
十
二
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
職

第
二
十
二
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
そ
の
勤
務
時
間



員
に
対
し
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
面
接

の
状
況
そ
の
他
の
事
項
が
職
員
の
健
康
の
保
持
を
考
慮

指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
人
事
院
の
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
職
員
か
ら
申

一

勤
務
時
間
の
状
況
が
職
員
の
健
康
の
保
持
を
考
慮

出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
人
事
院

し
て
人
事
院
の
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
職
員

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ

二

勤
務
時
間
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
が
職
員
の
健
康

ば
な
ら
な
い
。

の
保
持
を
考
慮
し
て
人
事
院
の
定
め
る
要
件
に
該
当

し
、
か
つ
、
面
接
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
の
申
出
を
し
た
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除

く
。
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
面
接
指
導

（
新
設
）

を
実
施
す
る
た
め
、
職
員
の
勤
務
時
間
の
状
況
に
関
す

る
人
事
院
の
定
め
る
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
面
接
指

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
面
接
指
導

導
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る

の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た

た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と

め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

こ
ろ
に
よ
り
、
医
師
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

ろ
に
よ
り
、
医
師
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
当
該

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
当
該
医

医
師
の
意
見
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

師
の
意
見
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

は
、
当
該
職
員
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
適
切
な
措
置
を

、
当
該
職
員
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
適
切
な
措
置
を
講

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
等

（
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
等

）

）

第
二
十
二
条
の
四

（
略
）

第
二
十
二
条
の
四

（
同
上
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
同
上
）

５

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

５

第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定



に
よ
る
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
に
つ

に
よ
る
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

い
て
準
用
す
る
。

（
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
）

第
二
十
五
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
こ
の
規
則
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
る
措
置
の
実
施
に
関
し
、
職
員
の
心
身
の
状
態

に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
保
管
し
、
又
は
使
用
す
る

に
当
た
つ
て
は
、
職
員
の
健
康
の
確
保
に
必
要
な
範
囲

内
で
職
員
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、

並
び
に
当
該
収
集
の
目
的
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
保
管
し

、
及
び
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
人

の
同
意
が
あ
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
み
、
又
は
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
み
、
又
は
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

研
修
及
び
能
率

三

研
修
及
び
能
率

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

規
則
一
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
一
〇

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）



―
四
（
職

（
略
）

作
成
の
日

三
年

―
四
（
職

（
同
上
）

作
成
の
日

三
年

員
の
保
健

第
十
六
条
の
三

員
の
保
健

第
十
六
条
の
三

及
び
安
全

第
一
項
の
調
査

及
び
安
全

第
一
項
の
調
査

保
持
）

の
結
果
の
文
書

保
持
）

の
結
果
の
文
書

等

等

第
二
十
二
条
の

二
第
二
項
の
記

録
の
文
書
等

（
略
）

（
同
上
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

第
二
十
二
条
の

取
得
の
日

三
年

第
二
十
二
条
の

取
得
の
日

三
年

二
第
一
項
第
二

二
第
一
項
の
申

号
の
申
出
の
文

出
の
文
書
等



書
等

第
二
十
二
条
の

第
二
十
二
条
の

二
第
三
項
（
第

二
第
二
項
（
第

二
十
二
条
の
四

二
十
二
条
の
四

第
五
項
に
お
い

第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

合
を
含
む
。
）

の
意
見
の
文
書

の
意
見
の
文
書

等

等

（
略
）

（
同
上
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

四
～
二
十

（
略
）

四
～
二
十

（
同
上
）



備
考

備
考

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
三
の
表
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の

項
に
掲
げ
る
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


